
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

〈このページに関するお問い合わせ先 蘭越町産業経済課 0136-57-5111〉

地方公共団体が地域の自主性と創意工夫により、定住者等の増加など農山漁村

の活性化を図る計画を作成し、その実現に必要な施設整備を中心とした総合的取

組を国（農水省）が交付金により支援をする制度です。

蘭越町では、この交付金を活用して、蘭越地区で水稲育苗施設の増設事業に取

り組むため、当該地区の活性化計画を作成しましたので「農山漁村の活性化のた

めの定住等及び地域間交流促進に関する法律第5条第10項」の規定に基づき公

表します。

公表資料

・ 蘭越地区活性化計画

・ 蘭越地区農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付対象事業別概要

・ 蘭越地区事前点検シート



市町村名 蘭越町 計画期間（※２）

目　　標　：（※３）

目標設定の考え方
地区の概要：

現状と課題

今後の展開方向等（※４）

【記入要領】
※１　「地区名」欄には活性化計画の対象となる地区が複数ある場合には、すべて記入する。
※２　「計画期間」欄には、法第５条第２項第６号の規定により、活性化計画の目標を達成するために必要な取組の期間として、原則として３年から５年程度

の期間を記載する。
※３　「目標」欄には、法第５条第２項第２号の規定により、設定した活性化計画の区域において、実現されるべき目標を、原則として定量的な指標を用いて

具体的に記載する。
※４　「今後の展開方向」欄には、「現状と課題」欄に記載した内容を、どのような取組で解消していくこととしているのかを、明確に記載する。

　また、区域外で実施する必要がある事業がある場合には活性化計画の目標達成にどのように寄与するかも明記する。

　蘭越町においては地域の活性化を図り定住人口の確保を図るためには、基幹産業である農業の活性化が重要であり、農業者の減少緩和や農業後継者の
育成により定住人口の確保と地域の活性化を図る必要がある。また、安全・安心な農産物の生産地として、農産物の作付や収穫の体験をもとに農村や農産
物に対する理解を深める場として「農業伝承塾」のような体験交流を都市住民に範囲を広げて発展させていく必要がある。農業の活性化のためには、農業経
営の安定が重要であり、米などの安定出荷や高付加価値化により魅力ある産業としての農業を発展させる必要がある。今後は、現在使用している育苗施設
の隣接地に新たに２００ha規模の増設とそれに付随した土保管庫の新設を行い、水稲生産の安定を図るとともに、温湯消毒機による種籾の消毒を行い、イエ
スクリーン米等の生産拡大を図り、安全・安心な農産物の提供できる体制づくりを進める。既に地区内で実施されている基盤整備事業により生産基盤の整備
を行い、作付面積の増加や、生産性の向上、及び農地の担い手への利用集積が進むことで農業経営の安定と農業所得の向上が図られ、農業者の減少緩和
や農業後継者の育成・確保、また、町内はもとより近隣町村も含め安定した雇用の場の確保を図り地域の活性化に資する。

　人口の減少や高齢化の進行により、蘭越町の農業従事者は、農林業センサス調査の推移を見ると、平成７年１，１０１人、平成１２年８１５人、平成１７年８１９人と平成７年から平成１７年まで
の１０年間で２８２人、割合にして２５．６％の減少をみているが、農家戸数では、平成７年５２８戸、平成１７年３９０戸と１３８戸の減少、割合で２６．１％の減少となっている。蘭越町では、水稲育
苗作業の省力化と畑作・園芸作物との複合経営化推進を目的に、「地域農業基盤確立農業構造改善事業」により、平成７年度から８年度の２カ年で４００ha規模の育苗施設を建設し、平成９年
より町が運営しているが、蒸気加温に均一出芽の中苗マットの供給は苗の出来具合で収量と品質の半分が決まると言われる「苗半作」で好評を得て、年々利用量が増加し、平成２１年の申込
みは４４６haと施設の能力を超過していることから指導機関とも協議し、出荷日数を前年より１日延長して対応しておりますが、これ以上の延長は困難なため、施設利用の意向調査を実施したと
ころ、平成２４年では６００haの要望があることが判明し、新たに２００ha規模の育苗施設と土保管庫の建設を早急に取り進める必要に迫られております。蘭越町農業の持続的発展と「らんこし
米」のイエスクリーン米等高付加価値販売量の向上により、農業者を中心とした地域内定住人口の確保を図るため新たな育苗施設の建設は蘭越町政の推進上喫緊の課題となっている。

計画の名称 蘭越町活性化計画
１　活性化計画の目標及び計画期間

都道府県名

　基幹作物である、「らんこし米」の振興を図るため、育苗施設の建設(増設）によりイエスクリーン米等の作付拡大を図り、イエスクリーン米等の販売量を現在の１，
００２ｔ（過去5年間）から９，９１９ｔ（H22～H26)に８９０．２６％増加させることによって地域農業の経営安定化を図り、都市に流出した後継者のIターンと経営悪化によ
る離農に伴う離町の抑制を促し、農業者を中心とした地域内定住人口の確保を現在の７４．２９％（H17～H21)から７５．３９％（H22～H26)に増加することを目指す。

　蘭越町は、北海道の道央圏、後志管内の南西部に位置し、周囲をニセコ連峰等の山岳に囲まれた盆地を形成しており、町の中央部を道南最大の河川で清
流日本一に８回輝いた母なる川「尻別川」が東西約３０㎞にわたり貫流し、日本海に注いでいる。また、その流域に広がる平坦地は、肥沃で水田の耕作に適し
ており、ここで生産される「らんこし米」は、良質美味で道内外で好評を得ている。北海道の平成２２年産米需要量情報算定に係る市町村別ランク区分で、最
高位の５ランクに位置付けされている。本町は気候は比較的温暖であるが、冬は積雪量が多く、特別豪雪地帯に指定されている。農業経営については、従来
は水稲を中心とした稲作経営が中心となっていたが、現在では、小麦・豆類及びメロン・トマト、馬鈴薯、かぼちゃ、アスパラガス等野菜類の作付と合わせた複
合経営によって農業所得の増加を図る事例が多く見られる。

北海道 蘭越 平成２２～２６年地区名(※１)



Ⅳ　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金年度別事業実施計画

連携計画優
先枠関係

再生可能エ
ネルギー優
先枠関係

計画主体名 整理コード

目標番号

山村 過疎 特農 半島 離島 豪雪
急傾
斜地

沖縄 奄美

事業別内容 内訳 Ｈ２２ 北海道 10006 蘭越町 13943 1 1 1 蘭越町 蘭越地区 1 1 1 1 18 育苗施設 16
水稲育苗施設建設工事・

機械設備工事外一式 Ｈ22～23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合計（Ｆ） 999 H２６ 2 H22～23

事業活用活性化計画目標等 1001 1 1.10%

1002 5 890.26%

1003

1004

1005

1006

①事業費計（＝（Ｆ）） 2001

②ハード事業 1 2002

創意工夫発揮事業 1 2003

附帯事業 1 2004

③ソフト事業 2 2005

創意工夫発揮事業 2 2006

④市町村等附帯事務費 1 2007

⑤都道府県附帯事務費 1 2008

総合計（①＋④＋⑤） 1 2009

 　うちハード事業（②＋④＋⑤） 1 2010

 　うちソフト事業（③） 2 2011

共同で計画作成を行う場合の内訳

○○町 事業費（ハード） 1

市町村等附帯事務費 1

事業費（ソフト） 2

××県 事業費（ハード） 1

都道府県附帯事務費 1

市町村等附帯事務費 1

事業費（ソフト） 2

計画
番号

計画期間
最終年度

全　　体　　計　　画

地区名

耕作放棄地の
解消に向けた
取組の有無

関連する事
業は１を記

載

輸出促進条件
整備事業

新規・
変更
の別
新規：
１
変更：
２

都道府県
名

増減率
等

ポ イ ン ト
※市町村合計欄

に 記 入

都道府県
コード

（地方公
共団体
コード番
号（総務

省））

事業活用活性化
計画目標

地域指定状況ハード事
業、ソフト
事業の別
ハード：１
ソフト：２

計画主体
コード

（地方公
共団体
コード番
号（総務

省））

市 町 村 名
事 業 メ ニ ュ ー 名

要 件 類 別
番 号

事 業 内 容 及 び
事 業 量

実 施 期 間
事 業 メ
ニ ュ ー
番 号ポ イ ン ト

※市町村合計
欄 に 記 入

計画の提
出年度

ポ イ ン ト
※市町村合計欄

に 記 入

地域再生計画と
の関連

関連する事
業は１を記

載



事業内容及び
事　業　量

仕入れに係る

消費税相当額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 ％ 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

蘭越町 416,500,000 208,250,000 50% 208,250,000 0 0

416,500,000 208,250,000 208,250,000 0 0

416,500,000 208,250,000 208,250,000 0 0

416,500,000 208,250,000 208,250,000 0 0

416,500,000 208,250,000 208,250,000 0 0

416,500,000 208,250,000 208,250,000 0 0

本年度までの累計

交 付 金 額
( 千 円 未 満
は 切 り 捨
て ）

事 業 実 施
主 体

交 付 額 算定
交 付 率

Ｂ

備 考

事 業 費 交 付 金 額
本年度末
進 捗 率

Ｅ

単年度交付限
度 額

Ｃ × Ｅ － Ｄ
（千円未満は切

り 捨 て ）

前　年　度　ま　で

平 成 ○ 年 度平 成 ○ 年 度

交 付
金 額

（千円未
満は切り
捨 て ）

都道府県
費

市町村費

交 付 限 度額
Ｃ ＝ Ａ × Ｂ
(千円未満は
切 り 捨 て ）

全 体 事 業費
Ａ

交 付 金 額
Ｄ 平 成 ○ 年 度

翌年度以降（予定）

交 付 金 額

そ の
他

事 業 費

本　年　度

事 業 費 事 業 費

翌 年 度 以 降

平 成 ２ ３ 年 度



（参考様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　　事前点検シート

１　計画全体について

チェック欄

適

適

適

適

適

適

適

２　個別事業について

チェック欄

適

ー

適

目標及び事業活用活性化計画目標が、農山漁村の活性化のための定
住等及び地域間交流の促進に関する法律及び同法に基づき国が策定
する基本方針と適合しているか

目標及び事業活用活性化計画目標にある「らんこし米」の販売額の増加により、農家数の維持、定住人口の確保を目指すものであり農山漁村の活性化のための定住
等及び地域間交流の促進に関する法律及び基本方針と適合している

項　　　　目
判　断　根　拠

交付金要望額は交付限度額（事業費×交付額算定交付率）の範囲内
か

交付限度の範囲内である。（４１６，５００千円×１／２＝２０８，２５０千円）

事業の推進体制は確立されているか 事業実施主体で、運営者主体である蘭越町と施設利用者が連携し、また、関係機関の指導助言を得ながら推進を図っていく。

目標及び事業活用活性化計画目標と事業内容の整合性が確保されて
いるか

目標及び事業活用活性化計画目標と事業内容の整合性は確保されている。既存の育苗施設との一体的な施設として利用が可能で、更に新施設に設置する温湯消毒
機能も一体的に利用が可能となり、イエスクリーン米の生産拡大が図られる。

計画期間・実施期間は適切か
地域産物の販売額等を達成する上で、また、そのために実施する事業の内容を考慮し、計画期間を平成２２～２６年度、事業実施年度を平成２２年度することは適切で
ある。

市町村振興計画、農業振興地域整備計画、土地改良事業計画、森林・
林業基本計画、特定漁港漁場整備事業計画その他各種関連制度・施
策との連携、配慮、調和等が図られているか

平成２２年３月に策定された第５次蘭越町総合計画に育苗施設の増設計画が位置付けられている。

活性化計画及び交付対象事業別概要は関係農林漁業者をはじめとし
た地域住民等の合意形成を基礎としたものになっているか

水稲作付者及び育苗施設利用者への利用意向調査や育苗施設建設実施設計検討委員会及び育苗施設運営委員会で検討を重ねており、町議会での説明報告、ま
た、町政懇談会においても町民に対する説明報告を行っており、事業については合意を得ている。

事業による効果の発現は確実に見込まれるか

増改築等若しくは合体又は古材を利用した施設整備を行う場合は、農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用に定める基準を
満たしているか

交付対象とする施設等は減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭
和40年大蔵省令第34号）別表等による耐用年数がおおむね５年以上の
ものであるか

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の１７及び２５により機械設備は１２年となる。建物については、別表第一の「鉄筋コンクリート造または、鉄筋コンク
リートもの」内「その他のもの」により３８年となる。今回は、２００ha規模の水稲育苗施設建設と機械設備工事である。

項　　　　目
判　断　根　拠

自力若しくは他の助成によって実施中又は既に完了した施設等を本交
付金に切り替えて交付対象とするものでないか 既存施設の供給能力を超過した、育苗マットの申込に対応するため、新たに、２００ha規模の育苗施設を建設するものである。

蘭越町計画主体名

計画期間
実施期間

         Ｈ２２～Ｈ２６
         Ｈ２２～H２３

総事業費（交付金）                        ４１６，５００千円 （２０８，２５０千円）



適

適

適

適

ー

適

適

適

適

適

ー

ー

適

適

適

適

適

ー

注１　項目について該当が無い場合はチェック欄に「－」を記入すること。
 　２  事前点検シートは、公表するものとする。判断の根拠となった資料についてもあわせて公表するものとする。

運営者である蘭越町で収支計画を策定し適正に行うこととしている。また、収支計画の内容については、育苗施設運営検討委員会を設置し検討重ねており十分に検討
がなされており、専門家の診断を受けることとしている。

他の事業との合体施行等の場合、事業費の按分等が適正に行われて
いるか

収支を伴う施設等にあっては収支計画を策定しているか。ま
た、収支計画は経営診断を受けるなど適正なものとなってい
るか

整備後において施設の管理・運営が適正に行われる見込みであるか

運営者である蘭越町において、維持管理計画を立て運営を行っており、中苗マットは、1枚230円で農家に販売している。
維持管理計画は適正か（施設の管理・更新に必要な資金は
検討済みか）

施設用地が確保されている又は確保される見通しがついているか 施設用地は確保されている。

事業実施主体の負担（起債、制度資金の活用等を含む）について十分
検討され、適正な資金調達計画と償還計画が策定されているか 起債（過疎債）での対応を予定しており、償還計画について検討済み。

整備予定場所は、集客の立地性、農林漁業者の利便性等、施設の設
置目的から勘案して適正か

水稲の主たる生産地域である吉国・三和地区のほぼ中央に建設されており、また主要幹線（道道）に隣接しているため、生産者の受入等についての利便性を考慮する
と適当である。

備品は交付対象として適正か（汎用性の高いものを交付対
象としていないか）

育苗施設建設実施設計検討委員会を設置し、４社による設計競技を行い、最小の経費で最大の効果を発揮すべく、コストの低減を図っている。

附帯施設は交付対象として適正か（必要性はあるか、汎用
性の高いものを交付対象としていないか）

建設・整備コストの低減に努めているか

事業費積算等は適正か

過去の同様の施設を元に算出しており、過大な積算とはなっていない。過大な積算としていないか

育苗施設の利用者は、水稲栽培農家６０戸で、生産量は、年間で約１，０３０トンとなっている。出荷時期は４月の１５日間であるが、１日に５，０００枚の出荷であり、施
設の規模、処理能力から妥当である。

水稲の主たる生産地域である吉国・三和地区のほぼ中央に建設されており、また主要幹線（道道）に隣接しているため、生産者の受入等についての利便性を考慮する
と適当である。

利用対象者、利用時期など施設の利用形態を検討している
か

施設等の規模や設置場所、地域における他の施設との有機
的な連携等、当該施設等の利用環境等について検討されて
いるか

町が直営で運営しており、近隣に類似施設は存在せず、既存施設の状況を踏まえた計画となっている。

地域間交流の拠点となる施設にあっては当該地区の入り込
み客数や都市との交流状況（現状と今後の見込み）を踏まえ
ているか

近隣市町村の類似施設等の賦存状況と利用状況等を踏ま
えているか

個人に対する交付ではないか、また目的外使用のおそれがないか 事業実施主体は、蘭越町であり、個人に対する交付ではない、また、事業実施主体が責任を持って目的どおりの使用を行うこととしている。

施設等の利活用の見通し等は適正か

投資効果率は、１．０６であり、適切である。

事業内容、事業実施主体等については実施要綱等に定める要件等を
満たしているか

事業実施主体　地方公共団体（蘭越町）
対象地域　５法指定地域（特定・山村・過疎）
事業内容 地域の振興を図る共同育苗施設であり要件を満たしている。

上記の費用対効果分析による算定結果が１．０以上となって
いるか

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費用対効果算定要領に基づき費用対効果を分析しており、適切である。

費用対効果分析の手法は適切か（農山漁村活性化プロジェ
クト支援交付金における費用対効果分析の実施について
（平成19年８月１日付け19企第106号農林水産省大臣官房
長通知）により適切に行われているか）
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